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旅費支給規程第５条に規定する燃料費、有料道路使用料及び駐車場使用料の支給に

ついては、以下のとおりとする。 

 

（１）燃料費は、路程１キロメートルにつき１４円を支給する。 

（２）有料道路を使用した場合は、領収書又は使用料金の証明書に基づき使用料を支

給する。 

（３）駐車場を使用した場合は、領収書に基づき使用料を支給する。 

（４）有料道路又は駐車場を利用した場合のうち、業務上必要と認められない部分に

ついては減額し、または支給しない。  

 

 


